
カードローンの商品概要説明書 
令和 5年 4月 3日現在 

ご 利 用

いただける方

・満２０歳以上満６５歳未満の個人の方

・安定継続した収入のある方でパート・アルバイトの方もご利用いただけます。

・(一社) しんきん保証基金の保証が受けられる方

・当金庫の会員資格のある方

 ①当金庫の営業地区内に住所または居所を有する方

 ②当金庫の営業地区内の事業所に勤務されている方および事業所を有する方

・反社会的勢力でない方 

・「カードローンベスト」は当金庫住宅ローンご利用の方限定となります。※WEB 完結カードローンでの取扱いは致しません。

※WEB 完結カードローンに関しては運転免許証、パスポートにて本人確認が可能な方に限る 

お 使 い み ち 健康的で文化的な生活を営むために必要な資金。ただし、事業資金は対象外です。

お申込限度額

・一般カードローン

３０万円・５０万円・１００万円の３種類

・カードローンベスト ※WEB 完結カードローンでの取扱は致しません。

１００万円～５００万円（１０万円単位）

ご利用限度額につきましては、保証会社の審査の結果、減額になる場合がございます。

減額回答は、１００万円超は１００万円刻み、１００万円以下は１０万円刻みとなります。

※他信用金庫取扱分を含めたしんきん保証基金保証付消費者ローン（保険ローンを除く）の現在残高の合計額は 

３，０００万円以内とします。 

ご 利 用 期 間
契約日から３年目の応答日の属する月の末日まで。（自動更新）

ただし、更新予定時点で満７０歳以上の方は更新できません。

ご 融 資 利 率
・一般カードローン  固定金利

・カードローンベスト 変動金利 ※WEB 完結カードローンでの取扱は致しません。

※現在の融資利率につきましては当金庫の窓口にお問い合わせください。

担保・保証人
(一社)しんきん保証基金が保証いたしますので担保・保証人は必要ありません。

保証会社へ支払う保証料は、お利息に含まれており別途支払は不要です。

ご 返 済 方 法

・一般カードローン

毎月１０日（休日の場合は翌営業日）に定額返済です。

貸越極度別の定額返済額は下記のとおりです。

貸越極度額 定額返済額

 １０万円    毎月５千円

２０万円～３０万円 毎月１万円

４０万円～５０万円 毎月１万５千円

６０万円～１００万円 毎月２万円

※随時返済もできます。

・カードローンベスト ※WEB 完結カードローンでの取扱いは致しません

毎月１０日（休日の場合は翌営業日）に定例返済です。

定例返済日の前日の貸越残高 返済額 定例返済日の前日の貸越残高 返済額

１０万円以下 ３千円 １００万円超２００万円以下 ３万円

１０万円超３０万円以下 ５千円 ２００万円超３００万円以下 ４万円

３０万円超５０万円以下 １万円 ３００万円超４００万円以下 ５万円

５０万円超１００万円以下 ２万円 ４００万円超５００万円以下 ６万円

※随時返済もできます。

利 息 の

計 算 方 法

前月１０日から今月９日までの日々の最終残高（１００円未満切捨て）を合計し、その合計に利率を乗じて

３６５で除して計算（円未満切捨て）いたします。

手数料・保証料

諸 費 用 等

ご契約時に印紙代２００円（「カードローンベスト」は４００円）が必要となります。

保証料はご融資利率に含まれています。※WEB 完結カードローンに関しては印紙代不要。

ご 用 意

いただく書類

・運転免許証(未取得の場合は、パスポート・健康保険証など) 
※外国人の方は、在留カード・特別永住者証明書・住民票抄本(在留資格の記載があるもの) 
※WEB 完結カードローンに関しては、本人確認書類は運転免許証・パスポートのいずれかとする。

【貸越極度額１１０万円以上を申込される方】

・公的所得証明書、源泉徴収票、確定申告書控のいずれか。

・自営業者の方は現在の業種で確定申告実績が必要です。

・年金受給者の方は年金振込通知書、年金額改定通知書、年金決定通知書、年金受取口座の通帳・電算機打出資料

(前年１月～12 月に振り込まれた年金額が確認できるもの) が必要です。

【カードローンベストを申込される方】※WEB 完結カードローンでの取扱いは致しません

・住宅ローン取引を確認できる書類。



苦情処理措置 

紛争処理措置 

・苦情処理措置  
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部（９時～１７時、電話：０５６５－３１－１６１６）にお申し出くだ
さい。 

・紛争解決措置 
愛知県弁護士会（電話：０５２－２０３－１７７７）、東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）、第一
東京弁護士会（電話：０３－３５９５－８５８８）、第二東京弁護士会（電話：０３－３５８１－２２４９）の仲
裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リ
スク統括部又は全国しんきん相談所（９時～１７時、電話：０３－３５１７－５８２５）にお申し出ください。
また、お客さまから、上記の弁護士会に直接申立てていただくことも可能です。 
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのア
クセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を
図る方法（現地調停）、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決を図る方法（移管調停）－もあります。詳し
くは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。 

そ  の  他 
・お申込に際しては、当金庫所定の審査をさせていただきます。審査結果によってはご要望に添えない場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。 


